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第４回大木町健康福祉センター在り方に関する検討委員会 

（会議録要約） 

 

１ 開催日時 令和５年 10月４日（水）13時 30分～16時 30分 

２ 開催場所 大木町役場３階第会議室 

３ 出席委員 （略） 

４ 議事経過 

（１）開会 

（２）審議事項 

  ① １次評価に関する事項の確認 

  ② ２次評価検証の進め方について 

   委員長 皆様こんにちは。ここから先は、私が議事を進行致します。議事

に入る前に、補足説明があるそうですので、事務局より説明をお

願いします。また、前回会議で質問が２点ございました。本日お

配りしています第３回議事録の裏に質問項目を記載しています。

健康福祉棟平成 29年度町内率増加の理由と、アクアス平成 24年

度売り上げが落ちた理由については、後ほど、２次評価のデータ

説明の際に回答するということですのでお願いします。 

   事務局（健康福祉課長） 

       〇〇委員から、前回会議で、健康づくり公社の理念がない。公募

するのであれば、理念が必要ではないのかとのご意見がありま

した。健康づくり公社として別に定めたものではありませんが、

公社設立時に大木町健康長寿のまちづくりに向けた基本方針を

策定しています。これは、町が公社と一緒に取り組むことですの

で、公社の理念でもあります。第１回会議資料として配布してい

ます「健康福祉センターの概要説明」資料の４頁、５頁をご覧く

ださい。５ページに基本理念として、町民の健康寿命が長く、自

分自身の幸福感を家族や友人と分かち合えるまちづくりとして、

スローガンに「げんき！ながいき！いきいき！大木!!」としてい

ます。委員の中には、聞いたことがあるかたもおられることと思

います。 

   委員長 また、１次評価について、前回会議において、委員さんより、再

検討の提案がありました。その件について事務局説明お願いし

ます。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       郵送で事前にお配りした委員会資料１「大木町健康福祉センタ
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ー事業１次評価結果」をご覧ください。１次評価のソフト面の評

価項目①の法定施設か自主施設かという評価項目について再検

証が必要であるという意見をいただきました。第１回会議の「健

康福祉センターの概要」の資料８枚目のスライドをご覧くださ

い。地域保健法 18条に、「市町村は市町村保健センターを設置す

ることができる」とあり、施設の目的として健康相談、保健指導、

健康診査、その他地域保健に関し必要な事業を行うこととして

います。そして、町は、健康福祉センターを市町村保健センター

として位置づけ、介護保険法など、それぞれの法に基づいた各種

事業を行っています。温泉部分は、保健センターではありません

ので、法定施設と非法定施設の複合施設として判断し３点の配

点としていいのではないかと考えます。 

   委員長 １次評価のソフト面①の配点について、再検証により、３点では

どうかという事務局からの説明でした。皆さんの意見をお願い

します。 

       （意見なし） 

   委員長 それでは、本日資料の訂正をお願いします。 

   委員長 それでは、次第に沿って、会議を進行致します。事前にお配りし

ていました「委員会資料１・健康福祉センターの１次評価結果」

をご覧ください。（①に係る資料説明） 

   事務局 （②に係る資料説明） 

   委員長 ありがとうございました。それでは、皆さんから意見を聞いてい

きたいと思いますが、ポイントが、将来ニーズがどういうふうに

あるのか、そのためには 10年先、20年先、30年先を見据えたう

えで、どういうような施策や政策、あるいはどういうようなもの

がいるのかを考えながら、今からそれを対処していくというよ

うなものが重要になってくる。それでは自由に、挙手をしていた

だけるならば意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

   委 員 全体の協議をする前に、大木町の国保の財政状況はどうなって

いるか。以前は赤字の状況だったのが、昨年はどうなったのかと、

１人当たりの医療費が他の市町村に比べたら高いというデータ

がありましたけど、最近どうなのか具体的なことを教えてほし

い。 

   事務局（健康福祉課長） 

       国保の財政状況についてですが、今は税務町民課が主管課なの

ですがわかる範囲で。国保の財政づくりは非常に厳しく、赤字が
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2億円近くあります。ひとつは、ほかの市町村は国保税を早く上

げていたのに、大木町は 10年以上上げていないというとこがあ

ると思います。また、１人当たりの医療費が高いということなの

ですが、今は少し医療費の高い山が落ち着いてきているかな、と

いう状況です。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       医療費の状況に関しては、委員さんがおっしゃられる通り９年

間ぐらい医療費の指定を受けていたところです。ただ、４年前か

らだいぶ改善をしています。また、コロナ中から医療費はどんど

ん下がってきています。これは、コロナだけの理由なのか何なの

かは、これからみていかないといけないと思っています。ありが

とうございます。 

   委 員 ここで議論をする状況の中で、高い医療費をできるだけ下げて

いくというのはこの福祉センターの事業としても、重要な部分

だろうとお伺いしましたので、できるだけ今の施設を利用して

欲しい。特に高齢化した状況の中で、データがあったように認知

症が高いと、大事な部分が認知症の部分で、一番高というのは外

の話、交流が高齢者になればなるほど、人との交流が少なくなる。

１日誰とも話さないような状況が出てくるということがあるの

で、できるだけ施設を利用して、お互い交流ができるような状況

を作っていくのは大事だと思います。 

   委員長 ほかにいかがでしょうか。膨大なデータを説明してもらいまし

たので、なかなかインプットされていないかもしれませんが。は

い、〇〇さん。 

   委 員 〇〇委員さんの関連で、アクアスでの交流は大事だと思います。

私が行ってる間でも、１人暮らししてある方とかもアクアスの

着替えるところで、みなさんと話されるのを楽しみに来ている

方がたくさんいらっしゃいます。いい習慣だなと思っているの

は、お風呂を出られた方が、入られる方とすれ違う時に、「ごゆ

っくり」と言われる。いいなと思いながら聞いてます。交流施設

としては、多世代交流施設としての役割はアクアスが利用され

てる方にかんしては果たしているのではないかな。利用されて

ない町民の方はたくさんいらっしゃいますよね。どうしたら利

用してもらえるか、そこが難しいなと思っているところです。 

   委員長 よろしいですか。他に。〇〇さん。 

   委 員 私はいつも利用しているのは夜なんですけれどもね、昼間の利
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用状況は年齢的には高齢者が多いと思いますが、以前と今と比

べて昼間の利用者がどんな状況に陥っているのか。高くなって

いるのか、たぶん低くなっていると思いますけど。夜行くという

事は、足が強く、車の運転もできる状況の人が行くんですよね。

昼間というのはやはり、隣近所の人が乗せて行ってくれる感じ

で、足が悪いというか歩いていくのが困難である高齢者の利用

はどんなかなと気になったもので。 

   委員長 高齢者の利用が分かれば説明してください。分からなければ。 

   事務局（健康福祉課長） 

       わかる範囲で。私の娘が看護師で夜勤明けとかに昼間に行くん

ですね。娘に話を聞くと、夜は多かったね、少なかったと話をす

るのですが、昼間は多いよと言います。昼間は高齢者が多いと思

います。このぐらいですみません。 

   委員長 データとしては。そういうデータはないんだよね。俯瞰的にしか

言いようがない。ここは事実として、思いとして見るしかない。

他にいかがでしょうか。 

   委員長 今、〇〇委員さんがおっしゃったように、国保の運営状況がどう

なのか、１人あたりの医療費がどうなっているのか、まさにそう

いうような視点が重要でして、今日説明いただいたデータから

ですね、こんなことが読み取れるのではないかとか。例えばです

ね、超高齢化社会と言われています。その中で、さきほどの相互

扶助力の中でということがでてきまして、総合計画という平成

８年～９年の計画の中で、人口を延ばすという政策ではなく、相

互扶助力みたいなのをいかに高めていくか、つまり生産年齢金

庫、高齢者をいかに支えられていくかということが重要で、それ

をどう高めていくか。そういう中でもうひとつは、元気な高齢者

を作っていきたいということも、総合計画の中でうたわれてお

りまして、介護の認定率を下げていくということが重要なのか

な。それをいかに下げていくかが政策として、またみなさんが健

康でいるために。各種データからいえることは、40歳～74歳ま

でのメタボの関係ですが、ここにどうも原因がある。ここが、体

にいろんなものがあるとその後、様々な病気を併発する。この層

をきちっと引きあげていく、健康にしていくということが重要

だということ。メタボの該当者は 21％あるわけですが、さらな

る軽減どのようにしていくのかというのを将来的に。平均寿命

と健康寿命という話がさきほどございまして、大木町の問題は
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平均寿命が延びてる喜びではないんですよ。平均寿命と健康寿

命の差が今生じているわけですよ、大木町は。例えば 10歳の差、

そこに何が起こるか。介護だとか、自分で自立した生活が送れな

い。それが、日本社会、大木町に徐々に拡大している。平均寿命

は延びている。健康寿命との差をいかに縮めていくかというこ

とが将来的にまさにその需要がのびていくということで非常に

重要。そして、今日みなさんの質問からはなかったですが、近隣

にアクアスと同じような温泉娯楽施設が９つできている。大木

町にも建設予定地を見に行ったのですが、大木町にも同じよう

なものができてる。20～30 分以内の間に様々な温泉娯楽施設が

できてくる。そういう中、人口は減るんですよ。ですから、当然

利用者数は減るんですよ。そういう中でパイの奪い合い。都市間

競争が始まってるということですよ。そこをどう読むかです。つ

まり、競争が激しくなる。そこのところをどう読むかですね。一

方、住民の皆さん、アンケート等ありますけど、いろんなニーズ、

関連施設が増えるほど住民の方が選ぶ権利が出てくる。今日は

こっちへ行こう。大木町は古いからこっちへ行こう。ここは設備

がいいからこっち行こう。選ぶ権利が出てきて、多様性も広がっ

ていることが言える。そういう中で、健康問題にどういうニーズ

があるのかというのを見てみると、ひとつは、今まで高齢者を中

心とした健康増進をできるだけやってきた訳です。それ以外も

やってきたのですが、どうもメタボとかの関係と同時に食育の

問題もありまして、健康は子どもの中から育って行かないとメ

タボ予備軍が増えていくというのがありますので、子どもから

高齢者まで、ライフステージを元に健康増進というサービスを

いかに提供することによって、結果的には国保の医療費、医療費

をどういうふうに下げていくかに繋げていかないといけないで

す。それが財政負担になってる、そこのところをどういうふうに

していくかで、住民のみなさんがより健康に過ごすために、行政

が何をサービスとして提供していくかという視点が、ますます

重要です。また、アンケートもそうですけど、健康志向の高まり、

人口は減って高齢化は進むんですが、健康志向の高まり需要は

ますます増えていきます。そこのところはきちっと考えていく

ことが、非常に政策として畑として、そういう意味では健康福祉

棟は建物がしっかりしてるし、健康づくりを世代ごとに全世代

ごとのライフ数値にあった健康増進機能に強化しながら、大木
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町の人が安心して暮らせるような町にしていく、その拠点にき

ちっと再生していく、再構築していくことが必要なのかな、そう

いうことを考えて、そう意味ではですね。もうひとつは、温泉を

活用した保養リクリエーション施設がますます競争が激化して

いきます。その中で今後、都市間競争や大木町のなかでもそうい

った施設が民間で出てくる中で、公共サービス施設として経営

に関与することのリスクというのは非常に大きくなってくる可

能性もあるので、どういうふうに考えているのかという事も必

要になってくる。これらのデータから、人口は減って高齢化は上

がるんだけれど、世代ごとの健康に関する需要というのはニー

ズが高まってくる。そこのところどういうふうにやって、健康づ

くり日本一をどういう風に作っていくかがひとつは、重要なの

かな。というひとつのトレンドに読むことができるのかなと思

っています。 

   委員長 以下、質問等がないようでしたら、②に入っていきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。それでは、②の既定計画の状況につ

いてどうなっているのか、説明させていただきたいと。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

      （資料説明） 

   委員長 ありがとうございます。見慣れない計画の名前がいっぱい出て

きて戸惑うかと思いますが、どこの自治体もそうですけど、大木

町も自治総合計画、さまざまな健康福祉医療の個別計画があっ

てそれらに基づいて政策を作り、施策、事業を展開していく。ど

ういう事業や施策をやっているのかということを今説明してい

ただいております。ここのポイントはそういう事業の計画、ある

いは将来政策をどうしていくのかということを短観しながら 10

年先 20年先も踏まえて先行という問題があります。高齢者だけ

の問題なのか、あるいは全世代の問題になのかを含めてみなさ

んのご意見を伺いたいと思います。 

   委 員 今度、健康フェアがありますよね、子どもフェアか。この時に私

も大木町の食進会のメンバーにかられてるんですけど、そこで

先生が言われたように年寄りだけの問題ではなくて、子どもフ

ェアだからセンターでお菓子の配布や、管理栄養士の方にお願

いして小学校に行く人は毎日朝食とっているかどうかというこ

とを調査してもらって、毎日朝食事をした時の午前中の授業の

受け方がしてない子としてる子との差がどれくらいあるか、テ
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レビで知ったけどデータがどこかにあるはずなんですね。そう

いうのを今の子育て中のお母さん方に知っていだたくことも今

後の食育に関して大切なことではないだろうかと思うんですね。 

   委員長 おっしゃるとおりですね。まさにそこのところがありまして。要

は朝食を食べてない、それから貧しくて夕食も食べられないそ

んな人たち。まさに子供も含めて健康づくり、食育は非常に重要

な、それをどうにか実践していくことがこれからの課題になり

ますね。ありがとうございます。 

   委 員 今、地域の老人クラブの会長をやっているんですよ。そういう状

況の中で、年間に出前講座を実施しているわけですけど、コロナ

のせいにするのも具合が悪いですけど、コロナの部分が阻害要

因となってなかなか参加者が少ない。以前５～６年前私が区長

をしていた頃はほとんど 20人以上かなりの人数来てありまして、

私のやり方がまずいのかどうかと思いながら。もう１つは、この

前からのアクアスに来る場合の交通手段の状況ですけど、バス

を回しても来る人がいない。なかなか来たくても来れないとい

う状況の中では、地域の中でもボランティア活動を支援して、地

域の担い手となるような人を増やしてその方たちが移動したい

状況の時に手助けをするという。そのようなことで地域の活性

化をしていく。お互いに元気な人が手のいるお年寄りをお手伝

いするような仕組みを考えていかなければならないのではない

だろうか。コロナに関してもなかなか難しいがこれがおさまれ

ばなんとかならないかと思うけど、地域活動の中ではそれが一

番悩みです。 

   委員長 おっしゃるとおりですね。課題がたくさんありますよね。特に移

動ができないと交流が出来ないですよね。コミュニケーション

が出来ない。健康福祉棟だけで健康づくりをやるのではなく、各

自治区の自治会館使ったり、３校区ごとのコミセンを使ってや

ったり、ネットワークをつくっていくか。そういう中で選びなが

ら、すべての世代にどこでサービス出来るか。なにもここだけに

来てくださいというわけではなく、そういうとこをつくるかと

いうことが非常に重要です。 

   委 員 高齢になったから、急にメタボリックシンドロームになるとい

うわけではなくて、やはり若い時からの生活習慣が大切という

ことだと思います。大木町は若い方に向けての生活習慣の改善

ということに対しては何か事業はされてありますか。健康棟で
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見る限りでは、私が平日昼間と日曜日と土曜日に時々行きます

が、その時に若い方が少ないような気がします。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       はい、質問ありがとうございます。若い方に対する保健事業とい

うことで質問をいただきました。今日お配りをしている健康ガ

イドブックですね、この中の９ページなんですけれど、わっかも

ん健診ですね。特定健診。先ほどお話しした特定健診は 40歳以

上が対象になります。おっしゃられるとおり 40歳からでは遅い

ので、もっと若い時から健康のことを考えていただこうという

ことで、大木町においては 20歳～39歳の方、大木町民でしたら

誰でもＯＫということでこの健診を受けていただいてます。検

診を受けていただいたら結果を。結果に関しては必要な方はま

た町の保健師や管理栄養士が保健指導をしていく。そういった

事業をやっているところになります。ただ、元気な若い方に対し

て、一般的な健康教室というのは実際には今はやっていない状

況ということになります。 

   委員長 ありがとうございます。他に。 

   委 員 健康の話と言いますと全世代と思いますし、当然若手の方も自

分も含めて、先ほどのメタボリックの話をされると心が痛いん

ですけど。外から見てると大木町がどう見てるかというと、ゴミ

の分別素晴らしく町が真面目にやられてると思いまして。大木

町の方々は非常に真面目な方たちが多くて教育的なことで皆こ

んなことしようよと言うと盛り上がるんだろうなと思います。

ぜひぜひ若手、若い小中学生から健康の教育というのはどんど

んやっていただくと盛り上がるのではと思います。その中で施

策が素晴らしいこと書いてありまして、後から更新されてない

のが残念だなと思います。そこに対しての提言というその中で

１つ何かできたら素晴らしいなと思いました。あとは健康づく

り健康増進事業のメニューをいろいろ考えてあって、施設が変

わるとメニューも変えていかなければならないと思います。ア

クアス、健康福祉棟だけでやれる事業、面積的なもので間に合っ

ているのか間に合ってないのか稼働率はどうなのか、そこが出

来なかったらほかに分散していくことを考えることも含めて健

康づくりのメニューに対しての必要な施設、必要な面積等の検

証は１つあるのかなと思っております。 

   委員長 ありがとうございました。他に。 
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   委 員 なんとなく話を聞いていますと、健康棟は存続、アクアス、温泉

の部分は撤退みたいな感じがしたんですけど、他の施設が競合

する中、健康棟と温泉施設が一緒にあることが特徴であると思

っています。それを目的にアクアスに来てると。私も含めて健康

棟だけだと行かないと昨日も他の方と話したけど。私は、運動は

続かないけど温泉には来ているという声もあるし特徴でもある

ので、その辺も考慮していただきたいです。 

   委員長 他に。よろしいですか、だいたい。いろんな意見が。データを説

明して、いろんな耳慣れない計画があったかと思います。そうい

う中で、このデータ統計に将来を踏まえ読み込んでいくかとい

うと、１つは肝心なのは要介護率という目標を大木町は捧げて

います。それについて 16.5％をなんとか確保していこうと。元

気な高齢者にはなるべく。要介護率３割ということで健康な寿

命の延伸がなかなか難しい。今のところ。そこをきちんと整理し

て展開していく必要があるというのが１点ですね。それからメ

タボの話もいろいろ出てまして、委員さん共通した認識は、子供

の食育、成人のメタボの問題、高齢者の様々な要介護と含めて健

康というのは全世代の問題となるので、きちんと取り組んでい

く必要があるのではないか。健康福祉棟と一部アクアスの中で

はいろんな健康事業が行われていて、説明によると延べ 7,500人

が参加しているわけですね。これはすごい参加率だと思います。

そういう中でもですね、いかに。もう１つは、地方の特徴は、我々

は大都市に住んでますから移動は公共交通機関を使うわけです

けど、どうしても車で皆さん移動するのでなかなか運動する、歩

く機会が少なくなっている。そういう地域特性というのもあり

ます。それが健康寿命を弱めたり、メタボを増やしたりする要因

にもなってますのでそこら辺をどういう風にするかということ。

これからは様々な健康づくりをしていく為には高齢者から始ま

って子供まで含めて考えていくとなると、様々な生活習慣病と

いうのがありまして、それはリハビリだとか、介護ケアだとか、

予防だとかそういうものを予防するための医療と連携したよう

なメニューの作成みたいなのを考えていくことも当然これから

は必要になってくるのかと。そういう意味では健康寿命という

のはますます大木町肝心になってきまして、皆さんが安心して

暮らしていくためには健康を生活の中で追及していく。それに

対して行政がどのような政策施策で公共サービスを出来るのか
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ということがポイントになってくる。それから先ほども言いま

したように、健康づくりというのは、健康問題は子供からお年寄

りまで含めた全世代の問題なので。特に正直言って超高齢化社

会に入って、右肩上がり財政指数が、そこのところをどう右肩下

がりにもっていくかということが重要な問題だと。それから先

ほども言いましたようにアンケート結果、この後もありますが、

全世代の施設となると、それを支えて健康づくりをやって、汗を

流したり疲れを癒したり、交流というのも重要となってきます

ので、いかに既存の資源の有効活用ですね。温泉を掘り当てたわ

けですから、それを有効活用しながら浴場機能みたいなのをど

ういう風に負担して考えていくのか非常に重要な課題の１つだ

と思っております。それからもう１つは、移動が困難な人もたく

さん増えてきますので、システムとか全体のネットワークをど

う形成していくのかということも政策づくりとしてはですね。

そういう中でこの場所をどう位置づけていくのかというのが重

要になります。 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

      （アンケート結果の内容説明） 

   委員長 ありがとうございました。３点目の住民の気づき、アンケート等

から説明を受けたんですけれども、このアンケート先ほども言

いましたように、答えたのは 350 人総数、15 人以上の人たちの

2.9％の方がアンケートとしてお答えいただいた。これをどうい

う風に読み取るのか。委員さんの中の半分は、町民委員さんとし

て入ってますので、町民委員さんの声は十分何回も聞きました

けども、このアンケートをどう皆さん分析して読み取るのか。そ

れぞれご意見伺いたいと思いますので意見がある方は挙手お願

いします。 

   委 員 このアンケートについてですけれど、これは要望なんですけれ

ども、小中学生にアンケートを取っていただきたいなと思って

おります。先ほどから委員長の方からも出てきました食育の推

進ということで幼児等、生徒栄養指導が必要なんですよという

ことで。アンケートはアクアスを使ってらっしゃる、これは予想

なんですけど、40 歳以上の方だけのアンケートじゃないのかな

と思っているんですよ。小中学生にはどういう風にアクアスは

見えてるのか、子供たちはどう思っているのか。〇〇委員も言わ

れましたとおり朝ごはん食べてない子が結構いるんですね。Ｐ
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ＴＡやっていた時に、早寝早起き朝ごはんという、これは 20年

前から県のスローガンとして各家庭に家庭内宣言としてやって

るんです。未だに浸透していない。昨日ですかね、どこかのロジ

ックスがご飯食べなくてもこれでいいですよという何か出まし

たよね。僕も、子供は３歳までは家庭で育児した方がいいのかな

と思って、幼稚園の先生と懇談会した時あったんですけど、いや

違いますよ、幼稚園ではちゃんとスプーンでご飯を、食育ですり

潰したやつをあげてると。いかにお母さん達はそれをやらない

ということで、幼稚園でやってもらった方が良い、保育園でやっ

てもらった方が良いということで、食育を一緒に考えたんです

ね。だから、食育とプール、アクアスと関係なくもう少し子供が

どう思っているかを調査してもらいたいなと思っています。こ

れは将来使う子供たちのツケになると思ってるんですね。でき

れば学校教育課、こども未来課が来てないのがすごく不思議だ

ったんですけど、こども未来課含めたところで何かアンケート

取っていただければと思います。 

   委員長 ありがとうございます。確かにアンケートの属性を見てみると、

20 代が１％、20・30 が 5％、30 代 3％。ほとんど 40 代 50 代。

高齢者がほとんど。アンケートを取るということについては、な

かなかスケジュールも厳しく、困難性があったと思いますが、何

かの場合にこの議論は議会も含めてこれから進めていくとなる

と、補足するようなことも含めて可能性を追求していきたいと

思います。 

   委 員 小中学生のアンケートなんですけれども、ピンと来ないところ

も多いんじゃないかと思います。 

   委 員 それを言うと、私と〇〇さんと〇〇さん、商工会の人間なんです

けれども、商工会からすると子どもが来ると親も来るんですよ。

子どもが来ない施設は親も来ないんで、集客をみるのであれば、

子どもをどうここに来させるかが集客につながるのではないで

すか。我々はそう思っています。 

   委員長 このアンケートの取り方もね、例えば中学生に対してわかりや

すい形の中で、どういうふうに将来、大人になるときに見てるの

かということはあるのかな。よろしいでしょうか。 

   委 員 ２、３年前と思いますけれども、長野県で運動推進等、みなさん

で栄養とかを大事に。その時に、長野県が医療費の高いのが不安

だったそうです。そしたら、何年かたって、運動と栄養ですね。
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今皆さんが話してたのが、子どもさんに、朝ごはん食べさせる運

動始めたら、医療費の全国で少ないのがナンバーワンになった

そうです。だから、今話していたことは、運動と食育というのを

がんばったら医療費も減っていくと思うので。それと、思います

のにアクアスなんか、夕方お年寄りが多いですが、夕方は大体会

社帰りか若い人がお風呂に入って、今は若い人がお風呂に入る

のがとても人気になっているそうなので、もうちょっと若い人

を呼び込むような政策をしたらどうかと思います。そうするこ

とによって、核家族になっているので、お年寄りを見たり、お年

寄りのちょっと不自由な方を労わったり、声をかけたり、いろん

な意味でやさしい町づくり、思いやりのある町づくりになって

いくのではないかと思いますので、みなさんで検討したら、食育

とか運動とかそんな風なことをがんばってもらいたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

   委員長 おっしゃるように、長野県は県あげて健康づくり運動をしてい

ます。食育の問題だとか、運動の問題だとか、それによって医療

費を下げていく。これは長野県が全国一でやってる。そういう意

味でやっている。それを含め、大木町で何ができるのか。長野方

針みたいなのがありますので、参考にしたいと思っています。ほ

かにご意見ありますでしょうか。〇〇さんよろしいですか。 

   委 員 アンケートに関してはですね、やはりどうしても健康棟とかあ

あいうところに来ている人がアンケートに答えた率が多いんじ

ゃないかなと思っているんですよね。インターネットで回答さ

れた人もいらっしゃる。だから、本当にアクアスが町民の中で意

見が割れてると聞いているんですよね。なくした方がいいって

言われる方。ここに住民代表で来てる人は、私の感じでは反対の

方はみえられてないのじゃないかなと思ったりして。だから本

当に反対してある方の意見を聞いてみたいな。アンケートもも

うちょっと普通のアンケートみたいに郵便とかで配布して、そ

れを回収するような。もうちょっと信頼性がとれるようなアン

ケートだとよかったのにと思ってます。 

   委員長 どちらかというと時間がない中で急遽ですね、可能な限り住民

の人の意見を聞いてみようと。委員さんは住民代表として選ば

れて、手を挙げて来てますけど、そうじゃない方、なかなか、こ

こにかいてありますけど、いろんな意見があるんですよ。私も見

せていただきましたけども、例えば、経営状況だとか施設の老朽
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化だとか様々な情報をださないでアンケート聞いても答えは出

ませんよね。それはダメでしょ。それから、使う人は残したいと

思う。使わない人の意見を聞いてほしいと色々ありましたし、使

ってる人は温泉がコミュニティーの場所になって交流ができる

とかですね、色々なご意見がありましたので、これもね、この方

法がいいのかどうか別として、とりあえず限られた時間の中で

補足的にひとつ入れてみて、結果がこの形なので、今後いろんな

議論が出てきますので、必要に応じて先程のご意見を聞く場を

作っていきたいかなと検討していきたい。必ずしもパーフェク

トではないです。 

   委 員 私たちは全部、アクアス存続派なんですけれども、そちらのお３

人、ちなみに後ろに役場の方がいらっしゃるようだったら、ここ

に参加している人は存続派で後ろの職員の人、今更集めようと

思っても駄目だから、後ろの職員の方とか、意見を聞きたいです。

反対派ですね。反対派はおかしいですけど。反対意見がありまし

たら教えていただきたい。 

   委員長 〇〇さんは正直なので言ってありますけれども、そういう代表

であるかもしれないけれども、みなさんはアクアスを愛したり

利用したりしてる人も多いかもしれませんが、大木町という住

んでる町をよき未来を、今まで続いてきた施設だから存続する

だけじゃなくて、将来見据えて自分は何を考えてるか、当然みな

さんは視点をもっている、その点も含めて議論していくとでて

ますので、そういう賛成派反対派とか、僕は思っていませんので、

そこはあまり言わない方がいいと思う。 

   委 員 私も話を聞いていて揺れています。揺れ出しました、やっぱり。 

   委員長 前回も同じようなことを最後に言われていましたので、議論と

いうのは公正に進めていきたいと思いますので、そういうこと

はちょっと抜きにしてご意見を。じゃあ、〇〇さん。〇〇さん。 

   委 員 反対派というわけではないんですけれども、さきほどお話が出

ましたけれども、お子さん関係が増えればおそらく入場者は増

えると思います。ただ、今度は憩いの場と考える年配の方からす

ると子供がガチャガチャやってるとどうなのかなという部分が

あるので、ちょっと相反する部分は出てくるのかなと。うちの子

供が小さい時とか、うちの母親と温泉行ってプールで遊ばせて

という部分はありましたけど、憩いの場として重要視するとな

れば今度は子供さんがネックになるかな。運営上からいけば、人
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を増やすようにいくのであれば、言われるようにお子さんが行

きたいって場所であれば親はついていくと思いますので当然人

の人数も増えてくると思います。バランス的にものすごく難し

いところになります。ただ施設の面でいくと今の利用者…お子

さんが使うようなプール、泳ぐような施設のプールではないの

で、中学生になったら利用するようなプールではないので、小学

校低学年までぐらいしか使わないのかなと思います。改築の案

が出てくるのであればプールの存続が必要なのかなという。逆

にプールをなくしてしまって、そういうところに飲食関係のと

ころが入ってきて、２階の部分をどんなふうにするかとちょっ

と考えたりしています。反対派というわけではないんですけれ

ども、さきほどお話が出ましたけれども、お子さん関係が増えれ

ば、入場者は増えると思います。 

   委員長 ありがとうございました。〇〇さん。 

   委 員 温泉自体は大好きなんですけど、なかなか行く機会はないんで

すけど。第１回の時話した通り、基本、形が。同じことですけど、

修繕しやすい平屋。結局お金の話に最後はなるんですけど、20何

年前に建ったアクアスは 10億かかったとかなんとか知らないで

すけど。まだ２～30 年じゃないですか。壊すのはあまりにも早

すぎる。でも修繕、これを５～10 年延ばすのにいくらかかかる

のか。その辺にはなると思うんですけど、その時にあってほしい

とは思う。自分が 10～20歳年取ったらまたどんどん行くように

なる。現状の形のままであんまり伸ばすのはいかがなものなの

かというのは私の意見で変わりはないです。 

   委員長 はい、〇〇さん。 

   委 員 今の〇〇さんからプールの件で話がありましたけれども、子ど

もたちが遊ぶプールというイメージではなくて、いわゆる健康

増進のためのプール、ということで水中歩行やいろんな福祉関

係で利用されています。18 ページの状況見ますと、利用者その

ものは２、３年比較して増えてる状況になっているわけですね。

ですから、これをもう少し健康推進するといった状況であれば、

ＰＲして医療関係のひとたちともタッグをくみながらプールを

利用しながら、いわゆる筋トレだとか、そういう部分を重視させ

て、さっきも言いましたが体力つけて、元気なお年寄りが増えて

くるんじゃないかなと思います。プールそのものは、子どもさん

たちが夏休みあたりは、よくホントに一緒にプールに来ていた
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のですよ。小学校あたりは、夏休みプールは使っていないのかな。

泳ぐ場所がないわけですよ。昔はプールがあって泳げたと。とこ

ろが、プールも使えない。スイミングに行けば泳げるのではない

かという話はありますが、地域の中でも親と子どもが一緒に水

遊びをするというような場所は必要ではなかろうかと思います

から、健康増進法によるプールの利用を積極的に勧めていけば

と思います。 

   委員長 誤解のないように補足しますけれども、学校のプールは週１回、

夏休みに通所３日とかやってます、大木町は。問題なのは、近隣

もそうですが、子どもは学校で泳ぐことを学ぶのではなくて、近

隣のプールを持ってる施設に行かせて、小さい時から幼児から

行って、ですから民間のプール施設あるいは公共のそういう施

設、プール指導員がいないところを利用する。なんか価値観が変

わってきましたね。そういう意味では、民間を利用する児童、生

徒が圧倒的に多くなってきた。そんな実態ですね。 

   委 員 親子での水遊びの場としてのプール、泳ぎのプールではなく、ふ

れあいの場のプールは必要ではないかなと。 

   委員長 そのへんでよろしいでしょうか、意見としては。ありがとうござ

いました。この問題は先ほど言いましたように、このデータをど

のように見るかなのですが、確実性はないのですよ。そういう中

で、少なくとも私がデータ見ると健康福祉センターの入館者と

今回３％弱のアンケート取った中で入館者の施設利用が、温泉

機能と健康機能が大体同じような感じになっているのかな。そ

れは差、実績の差とアンケートの差が同じようになっているの

かな。それから、色々あってですね、まったく利用しなかった人

と利用する必要がない、まったく利用しなかった人の考え方も、

近隣にいくつかあるとか、施設が古いとか。施設を利用する人は

31％ぐらい利用して、全く利用しなかった人は 34％ぐらいのデ

ータ結果でございました。それとやはり、健康福祉棟については

意識して 56％の人が健康増進というものを意識しながら利用し

てるのだということが、改めてアンケート、実績と同じような結

果が出ています。それで、なかなか難しいのですけど、施設を利

用してる人と利用してない人の差があるのではないか。つまり、

利用する人については７割以上が施設の存続を望んでいるので

すが、利用してない人の４割ぐらいは施設の存続を。一方で施設

を利用してない人が２割近くいるという事実もありますし、そ
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ういう意味では施設のあり方は必ずしも住民の方々が同じ方向

を向いてない。混在している。そういう方もいる。なかなか難し

い。ただ私も温泉機能については、高齢者の交流の場になってい

ることは、このアンケートからも十分読み取れまして、これをど

う活用して考えていくのか、ソフト面とですね。温泉を利用した

入浴施設みたいなものが交流になっているので、それをどうフ

ォローアップしていくのか、限られた、どのようにフォローアッ

プしていくのか重要なのかなということが読むことができまし

た。そういうことで、ここで一見、１時間半過ぎましたので、ち

ょっと休憩をとってですね、この時計で行くと半まで。残りの４

番目と財政と総合的にどう話すかを残りの１時間半でやりたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

       （休憩） 

   事務局（健康福祉課長） 

      （資料説明） 

   委員長 私もこの資料をじっくり読ませていただきました。私も説明責

任を常に求められますのでね。今の説明だけで分からない部分

をポイント的にお話したいと思いますが、公社は今の説明の中

で、大木町から健康福祉センターそのものの指定管理を受けて

いるわけですね。健康福祉棟の一部をまた社会福祉協議会、合せ

て健康福祉棟のケアプールで行われている健康増進事業につい

ては町から公社に委託をしているという複雑です。一方で公社

からさらには㈱健康科学研究所に再委託が行われるという複雑

な管理運営の仕組みになっています。複雑です、非常に複雑です。

これをどのように見える化して、すっきりするのかがポイント

ですね。それからはっきり言って、公社の実態として、取締役が

兼務の構成役員になっていますので、説明した定款を踏まえた

公社の経営の在り方とか、適切な運営指針とか、組織管理とか、

きめ細やかな運営方針を再度定めながら取締役会がきちんと企

業統治しているのかというと、企業統治がぜい弱化している。こ

こが最大の問題です。企業統治がぜい弱化している。だからいろ

んな問題が解決できない。それからもう１つ、温泉娯楽施設のア

クアスというものについて、経営状況にしてもいろんなデータ

から見ると、今も説明にありますように、公社の決算状況からい

って、営業開始から一貫して営業利益は赤字だったんです。議会

には公表しなかったんですけれども、赤字だったんです。その赤
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字を営業外利益、つまり自動販売機等の売上げで補って、平成 29

年度まで黒字化に若干してきたという実態があります。それで

コロナ禍の中では平成 30年から令和４年度まででは、営業外利

益を補填しても黒字にはならなかった。そういう実態がありま

す。さらに、私なんかが見て原因としては、公社は２つの柱で経

営しているわけですよ。アクアスの経営と健康福祉棟の経営と。

アクアスの経営状況がかなり悪化していて、公社全体に影響を

与えているのではないかと想定されます、これが２点目です。さ

らに詳しく見てみると、公社に町から指定管理料が膨大なお金

が出ています。アクアスについては令和４年度で 1,765 万円ぐ

らい出ています。福祉棟についても 920 万円ぐらいお金が出て

います。トータルすると、公社の売り上げに対する指定管理料と、

別途、健康増進事業を委託していますので、委託を含めると、公

社の売り上げに対するウエイト、町から支払われる指定管理料

と事業委託料がなんと 33.8％。これがないと潰れてしまうとい

うような、そういう状態であります。従って、令和５年にも今日

の資料がありますように、指定管理料が 8.7％アップしているん

ですよ。ここが財政に対する影響がかなり大きいかなと思って

います。それから、アクアスの売り上げに対する人件費の割合が

44.8％、健康福祉棟については 12.5％ぐらいなので、福祉棟と

比較してアクアスの人件費対比が大きいと。つまり、合理化がな

かなかできないところに課題があるということが見え隠れして

います。結果的に昨年度、令和４年度、公社は 3,000万円の出資

金をもっていたんですけれども、1,000万円を取り崩して赤字に

補填したと。赤字が今後も続かないとは限らないわけですよ。た

ぶん続くんだと思います。ここのところはちゃんと見てくださ

い。ここが続く可能性が高いと。それはなぜかというと、アクア

スの利用者の６割が町民外なんですよ。町民外ですから、それに

対して税金を、本当に町民外のために出資金を取り崩す、さらに

使っていいのかというのは議論が分かれところですよ。こうい

う財政ひっ迫の中で。そこのところも考えないといけない。そう

いう中で、もう一方で指定管理料というのは膨大なお金が出て

いまして、これをどういうふうに下げていくのかというような

問題がありますし、一方で何回も言うように、車で 20分から 30

分の間に類似施設が９つもあって、さらにもう１つ増えるとい

う中で、将来的な利用者が、人口が当然減れば、利用者が減って
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いくわけですから、そういう中でパイの奪い合いが出てくる。そ

ういう中で、本当に老朽化した施設をそのまま存続の道を選ぶ

のか、あるいは、さらなる財政負担が生じ、存続すれば財政負担

が生じる。公社の基金を使い崩してもお金が足らなくなるから。

そうすると、議会にお願いして一般財源から補填しなければな

らない、こういう問題が起こりうる、起こる可能性が高い。そう

いうことも視野に入れて検討していく必要があるのかなと。指

定管理、はっきり言って、担当がいますけれども、担当課長さん

が。大木町の指定管理後の指定管理者に対するモニタリングと

か適正な経営指導とか、いろんなものを見てみると必ずしも行

われていると言えません。それは、やっぱり行政なりの責任があ

るんですね。そういう意味では、指定管理は本当はですね、外部

評価みたいなものをちゃんと委員会を設けてチェックしていか

なければならない。それもなされていないということも含めて

運営の仕組みというものを抜本的に変えていかないとなかなか

難しくなる。そういう意味で私が危惧しているのは。さらに悪化

した場合に自治体の財政に深刻な影響を及ぼすということだけ

は頭に入れておいてください。つまり皆さんの血税を投入しな

いといけない。このところをどういうふうに和らげるか、しない

でも済むような方法を考えるかということは、この委員会の１

つの大きな柱建ての中の意見かなと。これはちょっと補足です。

そういう意味で、残りの時間を 10分間くらい、皆さんのご意見

をお伺いしたいと。挙手を。 

   委 員 自分が一番思うのは、結局、アクアスのお湯自体は良いし、残し

たいという反面、アクアスの維持管理がたくさん必要で、鉄骨も

老朽化して、温泉の成分で錆びてきているみたいですけれども、

これを後々の人に残したらかわいそうな気がしますから、もう

ちょっとどうかならないかなと思います。以上です。 

   委員長 他に意見。〇〇さん、お願いします。 

   委 員 質問をいいですか。まずですね、入湯税とかはアクアスはかかっ

ていないですよね。税条例で免除されていると思うんですけれ

ども、他の民間の温泉施設は、同じ 600円の中から、600円のと

ころも近隣にあるんですけれども、そこは納めてありますよね。

だから入湯税も、同じ金額でも 30円差があるのに、なんでこん

なに経営が悪いのかというのは、私はよく分からないなと思っ

ています。やっぱり食事がないのが影響しているのかなと思い
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ます。それは思うんですけれども。あと質問が、まずは起債をさ

れていると思うんですよね。これを造られたときに。これの返還

は終わっているんですかね。それと、この間、〇〇さんが、壊す

のにもお金がかかりますからねと言われたときに、ドキッとし

て、あー、壊すのにもお金がいるんだと、そうしたら１億ぐらい

いるんじゃないかなとかですね、それを知りたいなと。いろいろ

検討するうえで知りたいなと思っています。 

   委員長 最後の質問については、この後にお答えさせていただくことに

なっていますので、それは、壊すのにもお金がかかるんです。そ

れは財政問題として後程説明させていただきます。それから入

湯税は条例を作らないといけないんですけれども、入湯税を取

るというのは公衆浴場なんです。公衆浴場法の認定を受けると、

我々が家にお風呂がないときに皆さん、町場のお風呂がいるで

しょ。これは条例を作ってですね、税金を納めるんですよ。この

施設については健康増進機能の附帯施設という位置づけですの

で、あえてそういうことは、条例設定はしてなかったと思います。

つまり、民間の施設がヘルスセンターを造るということであっ

て、温泉を中心とした、天然温泉をまず引くということです、天

然温泉を引いて、それを沸かすなり、薄めるなどして使う場合に

は、条例を設定しながら入湯税を取れるんです。そういう概念で

はないということでたぶんやっているんだと思うんです。 

   委 員 私が言いたいのはですね、民間の施設は入湯税を取っていると

思うんですよ、アクアスの場合はかかっていないと思うんです

よ。だからそこに 30円、同じ 600円の金額でも、お客様から入

館料を取るのが同じ 600 円の金額でも、アクアスは 600 円丸々

収入になるけれども、民間の施設は 570 円しか収入にならない

のに、なんでアクアスはこんなに赤字なのかなとか、そんなふう

に思っています。 

   委員長 それは取っても行政にいくお金ですから。 

   委 員 だから民間は 600円のうち 30円は入湯税で払っている、行政に

払われますよね。 

   委員長 だから自分の収入にはならないわけですよ。逆にそれは楽にな

らないわけですよ。 

   委 員 アクアスはその分有利ですよね。 

   委員長 楽になった分を行政がとり出すだったら別ですけれども。入湯

税をとった分をまた出すんだったらそれはわかるけれども、仕
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組みはそういうわけではないから。アイデアの１つとしては分

かりますけれども。 

   事務局（健康福祉課長） 

       私の説明で足りなかったかもしれないですけれども、アクアス

に 600円で入る人は何割か、１、２割くらいいるのかなと。ほと

んどが割引、会員とかで、１回の単価にすると 200円を切るよう

な人ばかりだから、600円ではないんですね。それが回答だと思

います。 

   委員長 〇〇さん。 

   委 員 自分はぜんぜん分かりませんけれども、25 年経って、成分で腐

食したり、鉄骨がひどく傷んだりしているみたいですけれども、

これは出ていない部分がそのようになっていたら、だいたいど

んなふう維持管理が、鉄骨がもっていくんでしょうか。 

   委員長 これはこれから全体の４番の話をして、財政の話をして、これか

らです。今の段階では答えは持ち合わせてはいません。それは重

要な視点です。検討したいと思います。 

   委 員 今、課長の方から入館料が安くて終わっていて、収入が少ないで

すよ。その分に関しては、町の方から 600円に相当する分の差額

の分については、補填はしていないんですか。それともう１つは、

アクアスの管理、町から健康づくり公社への支払額の推移と出

ておりますけれども、この分で差額の補填を含めてアクアスの

管理の中で、その分が町から委託料なり、管理料の中でそれが出

てくるのかどうかですね。それをお願いしたいと思います。 

   事務局（健康福祉課長） 

       まずですね、割引料金の中で、町民と町外の差についてはしてい

ますけれども、元々アクアス会員というのは、町民は 600円で両

方入れるとか、アクアス会員になると両方とも 300 円でいいと

かあります。町外との差だけはしているんですけれども、600円

が 300 円になるのはしていないです。元々アクアス会員という

制度があるので。それが町外の年会費が１万円とか１万２千円、

その差額はしています。だから、補填にはなっていない。 

   委 員 鶴会員さん、亀会員さんというのはおられるわけですよね。金額

的にはかなり、年間３千円もしくは２千円払えば 300円とか 200

円でいいですよというような、いわゆる入館料の設定になるん

ですよね。その差額については、町は全然、そういうような方が

多くなった状況の中で、福祉関係の分で補助金は出ていないわ
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けですよね。 

   事務局（健康福祉課長） 

       補助金が出ていないわけではないんですけれども、鶴会員、亀会

員というのは町民だけの制度なんですね。だから、アクアス会員

という町外の人は１万２千円出すと 600 円が 300 円になる。鶴

会員、会員は鶴が年会費 2000 円、亀が０円で、600 円が 200 円

になる。300 円と 200 円の差はしています。でも、600 円と 300

円の差はしていない。そういうところが経営的に厳しい。アクア

スのスポーツクラブの会員制度も町外と町内の差はしているけ

れども、元々が安い料金設定なので、これでは経営的に。元々、

来ていただくためのＰＲ的なことで始めていると思います、最

初は。それが今まで続いているので、料金設定としてこれが正し

いのかどうか、今となっては作った人がだれも残っていないの

で分からないんですけれども、経営的には元々の設定が厳しか

ったんだろうなと思います。 

   委員長 〇〇さん。 

   委 員 そうしたら、私は鶴会員でアクアスを利用させていただいてい

るんですよね。年間費 2,000 円を払って１回 300 円で健康棟と

温泉を利用させていただいているんですけれども、私が行けば

行くほど赤字になっているんですか。私は自分が行きたいから

行っているんですけれども、この検討委員会に来てからですね、

何とかですね、赤字を解消したいと思って、それもあって、なる

だけたくさん行こうと思っているんですけれども、私が行けば

行くほど赤字になるんですか。 

   事務局（健康福祉課長） 

       これは何人来てもらうかという目標を決めないといけないので、

たぶん今より１万人とか、２万人とか来てもらえれれば赤字に

ならないと思います。今の人数のままでは赤字ですからね。だか

ら、割引の会員制度というのは、よっぽど人が来てもらえなけれ

ば赤字になるという仕組みになると思います。 

   委員長 よろしいでしょうか。何かありますか。最後、〇〇さん。 

   委 員 昨日から町内が 100円ですよね。農繁期で。２週間はね。以前は

ものすごく多かったんですよ。だけど私、昨日行って、なんでこ

んなに 100 円なのに少ないのかなと思ったんですね。そのＰＲ

というか、広報に載っているかもしれないんですけれども、何か

浸透していないような気がします。 
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   委員長 よろしいでしょうか、だいたい、そういうところで。いろんな意

見がありますけれども、一番要のところなんですよね。いろいろ

意見を踏まえると、今の公社が万全な経営統治を行っているか

という場合に、いろいろ脆弱性があって、ここらへんをどういう

ふうにするかというと最大の課題ですね。それから、そういう意

味では公社は本当に健康づくりにふさわしいのか、あるいは民

間がふさわしいのか、ここらへんを含めて検討する必要も、経営

の主体としてあるのかなと思います。それから行政側も指定管

理をしっぱなしの状態だったんで、それをどういうふうに管理

しながらですね、アドバイスしたり、モニタリングしたり、そう

いう仕組みを早急に構築しないと、同じような問題が他の施設

にも出てくる。これは行政全体でですね、どういうふうにしてい

くのかということも非常に重要な。それから、今行っているのは

複合型経営という、つまり、アクアスは温泉、娯楽施設でやって、

向こうでは健康増進事業を基本的にやっているという複雑なん

ですけれども、今の〇〇さんとのやりとりを聞いていると、結果

的には経営を改善するときと、今の呼び込み客をいかに増やす

かということ、もしくは、皆さんの使うお客を 1.5倍、1.3倍に

変えることしかなかなか経営の赤字を解消できない。それをや

るのは、なかなか困難ですよ。そんな状況がありますよね。です

から、抜本的にはそういうことですよ。人を増やしていくのか、

呼び込み客を増やすのか、１人あたりの客単価を 100円から 200

円に使ってもらうのか、どっちかしかないんですよ。そうでない

と経営が、健全性が保てない。どちらにしてもそういう課題があ

ると。少なくとも私が見る限り、皆さんの意見を聞くと、22 年

度は赤字で１千万円を取り崩しているので、コロナ禍という状

況を加味してみても、近隣との競争激化があったり、施設の老朽

化があったり、いろんなことを考えてみると、経営規模を追求し

ながら、人を入れたり、客単価を上げていくということが、困難

性が今の状況にはあって、アクアスの経営再建はなかなか困難

性を極めるというのが、だれが見ても、経営実態がそういうふう

に見えてきます。どちらにしてもそういうことをきちんと皆さ

んと整理をしたい。最後に財政、補足説明として、財政の話をし

ていただきたい。その中で、質問の、起債の償還が終わっている

か、壊すのにも、維持管理するのにも、どれくらいお金がかかる

のかというのも、分かれば話をお願いします。 
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   事務局（財務会計課係長） 

       財務会計課〇〇と言います。よろしくお願いします。私の方では

ですね、スライドを４枚用意しておりまして、第１回会議のとき

にご説明させていただいた資料から関係のところを抜粋したと

ころになります。まず先に〇〇委員さんの方から借入がどうか

というご質問があったかと思います。建設当時の借入はありま

せん。今現在、アクアスに関連する借入をしている分が平成 29

年度に空調設備を更新しております。それが借入額で 2900万円

借入をしておりまして、15 年返済で借入をしております。令和

５年３月末現在でその借入の償還が 2400万円残っている状況で、

最終的な返済が終わるのが令和 15年３月に完済という起債の借

入計画になっております。では、スライドの方ですね。（以下、

財政の状況説明） 

   委員長 今の説明で明らかになったことは、財政上の問題としては、少な

くとも老朽化している施設、機能更新をしないといけないのは、

健康福祉センターだけではないということですよ。いろんな施

設がある。それを後期の計画の中で、公共施設等総合管理計画の

中で優先順位を付けて仮にするとすると、例えば 15億９千万く

らいの金がかかると。その中には優先順位が高いものもあると

いうことですよ。教育施設、給食施設というのはとても重要です

ので、そういうところに優先順位が高くなると。限られたお金し

かないと。一方で、今の話では、仮に平成 31 年の調査によると、

アクアスをそのまま使って 65 年間、あと 30 年くらいもたせよ

うとすると、解体費も含めて 18億 4千万円くらいかかると。18

億 4千万円ですよ。これはインターネット上の話ですけれども、

仮に規模は４分の１くらいに縮小して温泉を活用した浴場機能

を交流の場として作るとした場合には、平成 26年度実績だと３．

９億円くらいかかると。解体するにしても、当時の見積もりでは

9200 万円くらいかかると。そうすると、これは総合的に判断し

なければならない問題だというふうに思っています。そういう

意味で財政上の問題も含めてですね、どういうふうに考えてい

くかということは、少なくとも皆さんにご理解いただきたいの

は、アクアスだけの問題ではないということです。大木町全体の

公共施設の在り方。それから、存続するにしても少なくとも第 1

次評価でも出たように、アクアス、施設そのものがお金を投下し

ても維持できるかというのが非常に困難、そういう形態になっ
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ているんですね。ですから、どういうふうにするか。死に水を使

うようなお金を使うような話になる。そうすると壊した方がい

いのかという議論に当然、１次評価の中では方向性としては出

てくる。そういうことも含めて、いろいろな問題を考えていかな

いといけない。そういう中で、財政上の留意点を今、上げたんで

すけれども、そういうことも含めてですね、どういうふうに考え

ていくのかということで、最後なんですけれども、ちょっとこれ

を見ていただきたいんですが、第４回の委員会の進め方の最後

の３ページのところの、２次評価の意見集約の位置づけと今の

財政当局の財政状況というものを含めながら、どういうように

これを今まで５項目にわたって皆さんと意見交換をしてデータ

に基づいて行ったわけですけれども、整理すると、意見集約をし

ていくと、将来ニーズについては全体が人口減少なって当然施

設の利用者数は減少になってくる。一方で、健康寿命の延伸です

とか、最重点の課題であって、メタボの問題も含めて、やはり全

世代型の介護予防問題も含めてですね、全世代を対象とした健

康づくりの政策拠点や施策を推進することが予測としては高い。

そういう意味では、ニーズが５段階の中のやや高い、右から２段

目に高くなるんだろうというふうに思います。それから２つ目

の既定計画、将来ニーズ等の位置づけの中で、自治総合計画の中

でも位置付けたように、地域扶助力を向上するために、予防介護

の低下させていかなければならない。喫緊の課題でありという

ことで、少なくともこれからも健康に関するニーズというのは

高まっていて、全世代的な要望が高くということですので、少な

くとも健康福祉棟を中心としながらですね、全世代的な健康拠

点として作って、さらにネットワークをどうしていくかと。地域

の集会所、あるいは校区のコミセン、それから健康福祉棟も含め

て、そういうネットワークをしていく、どういうふうに図ってい

くのか、政策的には非常に高い、プランをやらなくてはならない。

欲を言えば、健康づくり日本一の大木町を目指すような考え方

をもって臨む必要があるのかなと思います。それから３つ目は

ですね、住民の気づきですね。アクアスの利用は住民が４割で町

外が６割なんですけれども、いろいろアンケートを見てですね、

少なくとも利用している人たちの思いというのは、温泉機能を

残してほしいと、それが交流の場になるんだということがあれ

ば、少なくともその機能は何らかの形で全世代型の健康増進機
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能の附帯施設みたいなもので、何らかの形で位置付けていく、特

に交流の場というのを考えながら位置付けていくということで、

私は高いのかなと。そういう意味では、温泉機能に関してはやや

高いかと。失礼なんですけれども、４点目として、経営主体とし

ての指定の管理の仕方については、少なくとも公社の企業統治

の脆弱性、あるいは経営の健全性が必ずしも損なわれていまし

て、行政の指定管理に対する取り組みが必ずしも十分ではない

と明らかになりました。少なくとも経営再建にあるアクアスの

問題については、いろんな視点から議論すると、なかなかアクア

スそのものの存続というのは、温泉機能そのものの、娯楽施設の

存続がなかなか困難と。経営主体としての指定管理の在り方も、

抜本的に解決していかなければならない課題かなと思います。

それでもう１つは、今の留意事項、考え、留意事項から見てです

ね、少なくとも壊すのにもお金がかかるとわかりました。それか

ら今のアクアスの施設を 65 年間もたせるようにするのにも 18

億何千万円がかかると。それが本当に持つかどうかははっきり

言って技術陣は保証ができません。また２年経ったら補修が出

てくると。これはイタチごっこです。そういう意味では、規模を

縮小してでも、４分の１くらいに縮小してでも、仮に造った場合、

温泉活用した浴場を造った場合、こういう機能があるからです

ね、そういうものにした場合には、４億近く、当時のデータで見

ればね。そういう意味ではどちらがいいのか考えなくてはなら

ない。それから、今、アクアスに対しての指定管理が 2,100 万

円、令和５年度出ています。それを例えば 10年間出すとすれば、

２億１千万円ですよ。町外利用が多いアクアスに対して。それが

仮に廃止して、温泉を活用した小規模の浴場機能と交流機能を

作るとすれば、そこに２億１千万円払うわけにはいきませんか

ら、主の事業が違ってきますから、ここが軽減されてくる、今後。

そういう方向で浮いたお金でどういうように借金を返していく

かということも考えられる。どちらにしても附帯施設を、今まで

はどちらかということ２頭立ての経営だったんですよ。温泉娯

楽機能というアクアスと、健康福祉棟という健康増進機能と、２

頭立てでやったんですけれども、経営状況からみてなかなか今

までの営業利益が出ていない、これからも競争が激化して、さま

ざまな手を入れていかなければならないことを考えていくと、

やはりアクアスのそういう問題も含めてですね、後世にこの重
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みを、18 億円の重みをね、後世に残していくということは適切

な判断ではない。やっぱり可能な限り、今、財政も含めて可能な

かぎり住民ニーズに応えるかをどういうふうに考えていくかと

いうことで、規模を縮小しながら附帯施設としての活用の道を

模索していった方がベターではないかと考察ができます、意見

集約ができます。そういうことでもう一度説明しますと、２段階、

２次評価の意見集約による重みづけの１番については、やや高

い、将来ニーズについてですね。それから、既定計画、将来性の

位置づけについては、これは非常に高くなる。これも健康づくり

というのは非常に高い体なんだと。それから住民アンケートに

よる気づきからも、高齢者を中心とした思い、交流の場、今まで

使ってきたから何とかして残したいという思いも含めてやや高

い。これは非常に尊重しないといけない。それから経営主体、指

定管理、これは全く抜本的に改善していかないかぎり、非常に問

題が、後世に問題がということで、これは低い。そういうことで、

１つは整理したい。そういう中で、今日、皆さんからいろいろな

ご意見をお伺いしたわけですが、２次評価の意見主役の重みづ

けを整理したわけですが、何かご意見があれば、発言をお願いし

たいと思います。ちょっとすみません、後 10分くらい、時間で

すけれど、延ばせていただきたいと思います。 

   委 員 重みづけに対する意見になるかどうかというのはわからないで

すけれども、私、民生委員をしていてですね、大木中学校の校長

先生と教頭先生との意見交流があったんですよね。そうしたら

大木中は、耐震改修は終わっているけれども、大規模改修は終わ

っていないから、中はまだ古いままですとか、クラブの地域移行

が県の補助があった時には予算がついて謝礼を払えたけれども、

県の補助がなくなって予算がつかないから、今はボランティア

でしていただいていますとか、そういう話を聞きました。子育て

包括センターをこの間見学したんですけれども、１年間に 100人

くらいしか子どもさんが生まれていないからですね、あの規模

の施設でも大丈夫なんだろうなと思ったんですけれども、本当

に狭いところでですね、あまり日も射さないんじゃないかなと。

もうちょっとデッキでもあるような、日が差すような施設なら

いいのにと、やはりバランスというのは大切だなと感じていま

す。だから、１次評価ですね、廃止と出た時にはですね、あー廃

止なのかと思ったんですけれども、小さな施設でも考えていた
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だけるということならば、本当に大木町民、身の丈にあった施設

を造っていただけるのであれば、私としてはうれしいなと思い

ます。 

   委員長 〇〇さんの指摘は正しいことで、ようやく５番目で財政が抱え

る問題というのを説明して、ようやく大木町がどういう施設の

老朽化状況になっているか。今、財政に一番必要なのは何か。子

育て、高齢者支援、医療費支援、それが扶助費というんですけれ

ども、それが右肩上がりにあると。それから施設の老朽化に対し

ても、学校は耐震強化は終わったけれども、何をやるにも学校の

安全安心というものを、快適性というものは、やはり次世代の担

い手を育成するためには、優先する課題だと。そういうさまざま

な政策の優先みたいなものを考えながら、健康福祉センター、ア

クアスの問題について、〇〇さん、おっしゃるように考えていく

必要がある。これがやっぱりバランスがありますし、何といって

も後世に負担を残さない。それと、もう二度と造った施設をまた

補修しないといけないということをきちんと改めていかないと

いけないので、そういうことを含めて検討する必要がある。そう

いうことで。あとはよろしいでしょうか。 

   委 員 さきほど説明されたのは、温泉を掘っての金額だったから、現実

にはいいお湯が出ているから、掘らなくていいから、その分はい

りませんよね。 

   委員長 そこまでは分からないです。温泉施設があったからといって、掘

ったからといって、それをうまく利用できるかというのは、疑問

符です。今の質問は専門家に聞いてみないと分からないです。 

   委 員 財政の方にお伺いしたいのですが、大木町はここ２年間、経常収

支が黒字ですよね。要するに、赤字じゃない黒字の状況で推移し

ているなかで、費用そのものが生み出せないのかを聞きたいん

ですが。 

   事務局（財務会計課課長補佐） 

       〇〇と申します。収支的にはここ２、３年、黒字が出ています。

歳入決算額、歳出決算額、現金の残りですね、それを差し引けば、

４億とか５億出ているんですけれども、その分については出せ

ないこともないとも言えます。けれども、ファシリティマネジメ

ント計画を見ていただきますと、いろんな事業がいっぱい、これ

に載っていないものもまだ検討中でありますので、そこらへん

の優先順位というのは、ある一定出てくるのではないかと思い
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ます。 

   事務局（財務会計課係長） 

       最新で使えるのが、ここで出てくるのが 15億９千万円、最新で

15 億１千万円になっています。その最新の状態は、決算状況の

黒字分を含めたところの金額になります。以上です。 

   委員長 簡単に言えばね、私も政策アドバイザーとして入っている立場

上、どこの自治体もそうなんですけれども、大木町もそうなんで

すよ。入ってくるお金と出ていくお金があって、出ていくお金と

入っていくお金の差が、出ていく方が多いんですよ。つまり、平

均すると３億とか４億ぐらい足りないんですよ、毎年。不足する

額を何で埋めていると思います。財政調整基金という町民の災

害があったときや、大きな予測もしないいろんな事件が起きた

ときに、町民の皆さんの生命と財産を守るためのお金を積んで

あるんですけれども、そこから補填しているんですよ。それをい

つまでもやるわけにはいかなくて、底がつくわけ。今一番問題に

なっているのは、全国でもコロナ禍も含めてですね、あと数年で

全ての自治体が、財政調整基金が底をつく。だから、家庭もそう

ですよね。お父さん、お母さんが働いているお金と、家庭が使う

お金とイコールにしておかないと赤字になってしまいます。そ

れを自治体は平気で、出ていくお金よりも多くやっちゃう。そう

いう問題もあります。財政構成上、なかなか治らない問題です。

よろしいですか。 

  ③ ２次評価の実施について 

   委員長 最後に、今日はこれで終わりますが、この資料の最後に、総合的

な評価と答申案の策定という課題があるんですね。それに対し

て付帯意見も述べないといけないということなんで、出来れば、

皆さんの意見をお伺いまして、いろんなご意見を伺いましたの

で、それを基に、１つは２次評価結果というのをきちんと今日の

結果を整理したい、これが一点。それから、次回は５回ですから、

答申案の原案を作らないといけない。答申案というのは普通、委

員長が作るんですよね。ですので、第２次評価の検討結果のとり

まとめと、２週間後に作らないといけないんですけれども、答申

案を私の方に、出来れば委員長の方に、素案の作成について、委

員長一任をさせていただければ、短い時間の中ですが、作りたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか。 

   各委員 （了承） 
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   委員長 それについて、出来れば、次回の会議の前に間に合うようにしま

すけれども、事前に第２次評価の結果と答申案の素案を皆さん

に送りたいと。それを基に第５回の議論をしていきたいと思い

ますので、そういうことでよろしいでしょうか。 

   各委員 （了承） 

   委員長 ありがとうございました。それでは、その他に何か事務局、あり

ますでしょうか。 

 

３ その他 

   事務局（健康福祉課課長補佐） 

       説明（次回会議のお知らせ） 

   委 員 最後にいいでしょうか。最後になりますけれども、一応、建て替

えるという形になった場合、実際問題、運営上の問題が一番不安

なんですよね。今までの運営の形態で赤字続きみたいなものを

建てるのかというものも存在しうると思いますので、今の経営

状態が本当に健全なのか。そのまま引き継がれて、健全ではない

ものを建てたとしても、また同じことを繰り返していくと思わ

れますので、これが一番重要なのではないかなと思います。 

   委員長 おっしゃるとおり。そこも今日の意見を踏まえて、データを見な

がら整理していきたいと思いますが、少なくともこれからは全

世代型の健康増進機能に替えていくとなれば、このまま公社が

運営していくのかというのは疑問符が残ります。誰がふさわし

いのかはきちんと考えなくてはならない。それから、複雑な仕組

み、お金の流れをいかに簡素化していくのか。実は責任を取る人

がいないんですよ。この施設を運営していくときに。ですから、

責任ある人をきちんと、責任ある母体というのをどうあるべき

なのかというのを考えていく。それともう１つは、今は、健康福

祉棟はどちらかというと行政サービスなんですよ。本当の行政

としてお金を、公金を、補助金をとっていろんな事業を行ってい

る。これは行政サービス。アクアスの方は行政サービスではなく

て、民間がやっているようなサービスを提供しているだけです

よ。ですから、考え方を改めて行政サービスとして徹底的してや

るのであれば、全世代型の健康増進拠点として行政サービスと

して提供していくのであれば、そこの問題をどう考えるのか。つ

まり、赤字黒字の問題。行政サービスに赤字黒字はないんですか

ら。そういう問題と、だから、全世代型健康増進機能の中の附帯
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施設として温泉機能を活用した浴場みたいなものを、規模を縮

小しながら続けていくことで、主ではなくて従にしていく。つま

り、汗を流して健康運動をやったときに、僕たちもジムに入って

いますけれども、体を流す必要がある、必ずくっついていますの

で。そういう附帯施設としてどういうふうに続けていくかとい

うことも含めて。おっしゃるとおり。最大の問題が経営の問題で

す。そこはちょっと踏み込んで、嫌がられますけれども、踏み込

んで整理をしていきたいと思います。ですから、場合によっては、

公社の存続も考えなければならないと。 

   委 員 ありがとうございました。 

 

４ 閉会 

   事務局（健康福祉課長） 

       それではよろしいでしょうか。本日の審議事項はこれで終わり

ます。委員長ありがとうございました。これをもちまして、第４

回大木町健康福祉センターの在り方に関する検討委員会を終了

いたします。皆様、どうもありがとうございました。 

 


